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裏面のとおり、本年１月以降台湾で本病が大流行しています。 

大陸からの冬鳥の渡りのシーズンは終盤となりますが、これからは台

湾からの夏鳥（ツバメ等）の渡りがはじまるため、春先以降も本病ウイ

ルスが国内に侵入してくる可能性があります。 

 

ついては、引き続き、異常鶏を発見した際の早期通報、野鳥・ねず

み等の野生動物対策等、緊張感をもってご対応をお願いします。 

 

●異常鶏を発見した際の早期通報  

・次のような特定症状が見られた場合は、直ちに家畜保健衛生所に 

ご連絡ください。 

 

 

   

 

 

 

・下記のような感染の疑いを否定できない場合も、ご連絡ください。 
 

 

 

 
 

 

 

神奈川県湘南家畜保健衛生所 

〒259-1215  平塚市寺田縄 345 

TEL：0463-58-0152  FAX：0463-58-5679 

平成２7 年 3 月 30 日号     

台湾における 

高病原性鳥インフルエンザの流行について 

同一の家きん舎内で、１日の家きんの死亡率が、過去２１日

間の平均した死亡率の２倍以上となった場合 

※ただし、設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等高病原性鳥

インフルエンザ以外の事情によるものであることが明らかな場合は、除きます。 

①鶏冠、肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低下等の症状

を呈している家きんがいる場合 

②５羽以上の家きんが、まとまって死亡している又はまとまっ

てうずくまっている場合 

 



  


